
遺
産
分
割
協
議
書

平
成
九
年
四
月
壱
○
日
岡
山
市
△
△
三
丁
目
八
番
地
壱
○
六
い
ぬ
ご
ろ
ん
の
死
亡
に
よ
っ
て
開
始
し
た

相
続
に
お
け
る
共
同
相
続
人
で
あ
る
い
ぬ
い
ち
、
い
ぬ
わ
ん
、
い
ぬ
に
い
及
び
い
ぬ
さ
ん
は
、
そ
の
相
続

財
産
に
つ
い
て
、
次
の
通
り
遺
産
分
割
の
協
議
を
し
た
。

一
、
相
続
財
産
中
、
岡
山
市
△
△
三
丁
目
八
番
地
壱
○
六
宅
地
弐
○
九
・
六
○
平
方
メ
ー
ト
ル
の
土

地
及
び
岡
山
市
△
△
三
丁
目
八
番
地
壱
○
六
所
在
家
屋
番
号
八
番
壱
○
六
軽
量
鉄
骨
造
瓦
葺
二
階

建
居
宅
床
面
積
一
階
四
六
・
八
七
平
方
メ
ー
ト
ル
二
階
弐
参
・
壱
壱
平
方
メ
ー
ト
ル
の
建
物
、
木

造
ス
レ
ー
ト
葺
平
屋
建
物
置
床
面
積
弐
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル
の
附
属
建
物
は
い
ぬ
い
ち
（
持
分

弐
分
の
壱

、
い
ぬ
わ
ん
（
持
分
四
分
の
壱
）
及
び
い
ぬ
に
い
（
持
分
四
分
の
壱
）
の
共
有
と
す

）

る
。

二
、
相
続
財
産
中
、
右
記
の
土
地
、
居
宅
及
び
附
属
建
物
の
代
償
分
割
と
し
て
、
い
ぬ
さ
ん
は
い
ぬ

わ
ん
か
ら
壱
拾
五
万
円
及
び
い
ぬ
に
い
か
ら
壱
拾
五
万
円
を
受
け
取
る
。

右
の
協
議
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
議
書
四
通
を
作
成
し
て
署
名
押
印
し
、
各
自
そ
の
壱
通
を
保
有
す

る
も
の
と
す
る
。

平
成
壱
五
年
四
月
九
日

岡
山
市
△
△
三
丁
目
八
番
地
壱
○
六

印

い
ぬ

い
ち

○

岡
山
市
△
△
三
丁
目
八
番
地
壱
○
六

印

い
ぬ

わ
ん

○

大
阪
市
旭
区
○
○
四
丁
目
六
番
弐
参
号

印

い
ぬ

に
い

○

富
山
県
氷
見
市
伊
勢
大
町
一
丁
目
弐
番
弐
壱
号

印

い
ぬ

さ
ん

○


